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P.64

P.35

欧州

アジア

◦セネガル ·········· 1
件

P.57

アフリカ
P.56

中東
4件

1件1件

◦ネパール …………  2件
◦パキスタン ………  2件
◦バングラデシュ …  2件
◦フィリピン ………  8件
◦ベトナム …………  2件・ 3件
◦マレーシア ………  1件・ 1件 
◦ミャンマー ………  1件
◦モンゴル …………  1件

◦インド ……………  2件
◦インドネシア ……  11件
◦ウズベキスタン …  2件
◦カザフスタン ……  1件
◦カンボジア ………  1件・ 1 件
◦キルギス …………  1件
◦スリランカ ………  7件
◦タイ ………………  1件・ 2件
◦中国 ………………  2 件・ 4 件・ 1
件

12件 45件 2件

◦ボスニア・ヘルツェゴビナ ……………  1件
◦トルコ ……………………………………  1件

◦エチオピア ·········· 1
件

◦エジプト ········ 1件
◦チュニジア ····· 1 件・ 1

◦モロッコ ····· 1件

3件 1件

　本報告書においては2008年度時点において事業終了後約2～4年を経過した案件を事後評価の対象としている。本表に示すとお

り、同時点ではアジア地域の終了案件が多かったが、今後アフリカ地域の案件等も増加していくものと思われる。
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個別の評価結果については［P.35 ～］をご参照ください。

……技術協力事後評価（2008 年度） ……円借款事後評価（2008 年 ……無償資金協力事後評価（2008 年度）

P.63

◦アルゼンチン …  1件
◦コロンビア ……  1件
◦コスタリカ ……  1件
◦ドミニカ共和国 …  1件
◦パナマ …………  1件

◦パラグアイ … 1 件
◦バルバドス … 1 件
◦ブラジル …… 2件・ 1件
◦ペルー ……… 3 件
◦ボリビア … · 1件 

P.59

中南米

大洋州

9件 5件

◦ネパール …………  2件
◦パキスタン ………  2件
◦バングラデシュ …  2件
◦フィリピン ………  8件
◦ベトナム …………  2件・ 3件
◦マレーシア ………  1件・ 1件 
◦ミャンマー ………  1件
◦モンゴル …………  1件

◦フィジー ·············· 1件 ◦ミクロネシア連邦 ··· 1件

2件


